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国のいじめ対策（SNS上における暴力行為等の動画の投稿・拡散を受けた対応にかかる国通知） 

及び本市におけるいじめの状況、対応について 

教育指導室 

国の動向 

「SNS上における暴力行為等の動画の投稿・拡散を受けた緊急の対応等について（通知）」 

（令和８年１月３０日） 

児童生徒間の暴力行為等の動画の投稿・拡散により 

① 安全・安心であるべき学校における重大な暴力行為・いじめが発生していることへの懸念 

② 児童生徒が受けている被害を、学校・教育委員会等が十分に把握できていない可能性があること

への懸念 

③ SNS等におけるエスカレートした投稿・拡散が、誹謗中傷など、新たな人権侵害を生むおそれ 

 

 

児童生徒の安全・安心を確保することを第一とし、次の取組みを進めるよう依頼 

（１）児童生徒が安全・安心に過ごすことができる環境の整備 

（２）確認された暴力行為やいじめへの対応 

（３）SNS等による投稿・拡散への対応 

（４）SNS等において暴力行為やいじめの動画が投稿・拡散された事案に関する報告 

 

富田林市における「いじめ」の状況 

●いじめ認知件数の増加  

（令和6年度 小学校337件 中学校159件） 

●令和6年度認知分の解消率96％（令和7年7  

月末時点） 

※いじめ解消の要件 

（国の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導 

上の諸課題に関する調査」より） 

① いじめにかかる行為が目安として3カ月以上

は止んでいること 

② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

 

富田林市における「いじめ」への対応 

●市及び市教育委員会の「いじめ防止基本方針」の策定 

●各校における「いじめ防止基本方針」の策定 

・未然防止の取組み ・早期発見、早期対応のための取組みや学校体制について  

・情報モラル教育の育成  などを掲載 

●「いじめ」の把握と早期対応 

●学校を支援する人材の派遣 


